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評価項目 評価事項
評価

評価点

業務実績
貧困対策に関する学習支援事業の

行政からの受託実績件数

市内事業者、 準市内事業者、市外事業者 の3つに区分し、市
内事業者及び準市内事業者に対して加点を行う。

提案内容の
費用対効果

見積費用と提案内容の費用対効果はど
うか

６．代替手段の有無
・一斉休校等で事業の実施が困難な場合の代替案は適正か
・ＩＣＴ教材、その他の手段で代替事業が出来るか

業務推進体制

講師一人あたりの担当人数

現場責任者 業務実績

講師
業務実績
（平均）

１．事業に対する団体の考え
・生活困窮世帯等支援に対する考え方
・子どもの貧困対策に関する考え方
・学習支援施策等への理解度
・本業務に対する意欲と熱意

２．利用者への学習支援方策
・独自の提案、工夫及びその効果
・個別指導に関して利用者個々に応じた目標設定とその達成
に向けた指導内容
・会場の確保状況及び利用者の利便性
・利用者が事業参加を継続できるような支援、対策

３．利用者及びその保護者への養育及び生活の相談・支援に
関する取組
・精神面、経済面で課題のある利用者及び保護者からの相談
に対して、寄り添った相談、助言をすることができるか
・独自の提案、工夫
・学習支援担当者の資格等

４．職員体制及び人材育成の考え方
・大学生や教員OB等幅広い講師配置の実現性
・学習支援担当者の人数確保策

５．個人情報保護の考え方
・適切かつ安全に情報管理が出来るか
・市の求めに応じて適切な情報提供等が可能かその為の実績
管理が出来るか


